
法5条1項に基
づく採用を行
うための規定

法5条2項に基
づく採用を行
うための規定

法5条3項に基
づく採用を行
うための規定

県内市 計
制定団体数 30 37 32 28 29 28

(37)
制定率 81.1% 100.0% 86.5% 75.7% 78.4% 75.7%

県内町村 計
制定団体数 13 16 16 16 16 16

(17)
制定率 76.5% 94.1% 94.1% 94.1% 94.1% 94.1%

県内市町村 計
制定団体数 43 53 48 44 45 44

(54)
制定率 79.6% 98.1% 88.9% 81.5% 83.3% 81.5%

２　任期付職員

（１）条例制定状況

　令和6年4月1日現在の県内市町村における「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関す
る法律」に基づく条例の制定状況は、以下のとおりである。

○地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づく条例の制定状況

　※本項目に係る調査は概ね4年に1度実施。以下の表は令和6年の内容です。

　一定期間内に終了することが見込まれる業務や一定期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
に従事させるため、任期付職員法第４条の規定により任期を定めて採用された職員

「任期付短時間勤務職員」
　一定期間内に終了することが見込まれる業務に従事させるなどのため（第1項）、サービスの
提供時間延長や提供体制を充実させるなどのため（第２項）、職員が育児のための部分休業を
取得した場合にその代替として従事させるなどのため（第３項）、任期付職員法第５条の規定に
より任期を定めて採用された短時間勤務の職員

　※「地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用に関する法律」に基づく条例は、
　　県内市町村では、未制定である。

【用語の説明】

「特定任期付職員」
　高度の専門的知識経験や優れた識見を一定期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に
従事させるため、任期付職員法第３条第１項の規定により任期を定めて採用された職員

「一般任期付職員」
　専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させるため、任期付職員法第３条第２項の規定に
より任期を定めて採用された職員

「４条任期付職員」

任期付短時間勤務職員

　（次回調査実施は令和10年度を予定）

区分
（団体数）

法3条1項に基
づく採用を行
うための規定
（特定任期付
職員）

法3条2項に基
づく採用を行
うための規定
（一般任期付
職員）

法4条に基づく
採用を行うた
めの規定（4条
任期付職員）



採用実施率
特定任期付
職員

一般任期付
職員

4条任期付
職員

任期付短時間
勤務職員

市 19 105 213 550

(37) (11) (33) (15) (15)

町村 2 31 13 25

(17) (2) (10) (3) (7)

市町村計 21 136 226 575

(54) (13) (43) (18) (22)

（採用数上段：採用数（人）、採用数下段：採用団体数）

（２）採用状況

　令和6年4月1日現在、任期付職員法に基づく任期付職員は、県内市町村のうち、50団体
（37市13町村）で958名採用されている。

13 76.5%

50 92.6%

採用団体数 採用数

37 100.0% 887

71

958

○令和6年4月1日現在の区分別・団体別採用状況

主な採用事例団体名（採用人数）区分（採用人数）

危機管理課災害対策室長、動物公園長、
埋蔵文化財調査センター所長、行政民事
暴力対策監、危機管理監、政策法務室
長、スクールロイヤー、業務妨害等相談
員、介護老人保健施設施設長、まちづく
りアドバイザー、園長等

千葉市（3）銚子市（1）松戸市（2）
茂原市（1）東金市（1）市原市（2）
流山市（3）匝瑳市（2）香取市（1）
山武市（2）いすみ市（1）多古町（1）
長柄町（1）

特定任期付職員（21）



（　）内は採用人数

任期付短時間勤務職員
（575）

市川市（2）松戸市（322）茂原市（2）
成田市（7）佐倉市（1）柏市（14）
勝浦市（6）君津市（9）富津市（1）
四街道市（12）印西市（124）
白井市（17）富里市（1）香取市（12）
いすみ市（20）酒々井町（4）栄町（9）
芝山町（2）横芝光町（2）長生村（4）
大多喜町（3）御宿町（1）

一般行政職、保育士、保育従事職員、調
理員、看護師、手話通訳士、医師、建築
技師、工事等検査職員、市民協働支援
員、介護認定審査会事務局員、学童保育
専門、化学技師、電気技師、人災育成ア
ドバイザー、学校教育指導員、主任徴収
官、主任歯科衛生士、主任保健師、作業
療法士、言語聴覚士、栄養士、徴収指導
員、館長、技術職、技能職、地方創生担
当、公共施設マネジメント総括官、土木
技師、警察環境監視員、保健師、園長、
栄養士等

一般任期付職員（136)

千葉市（4）銚子市（5）市川市（5）
船橋市（6）館山市（2）松戸市（2）
野田市（2）茂原市（2）成田市（10）
佐倉市（6）旭市（1）習志野市（6）
柏市（1）勝浦市（2）市原市（6）
流山市（2）八千代市（1）
我孫子市（1）鴨川市（2）
鎌ケ谷市（2）富津市（1）浦安市（3）
四街道市（1）袖ケ浦市（1）
八街市（2）印西市（5）白井市（12）
富里市（1）南房総市（3）匝瑳市（4）
香取市（1）いすみ市（1）
大網白里市（2）酒々井町（5）
多古町（4）東庄町（2）芝山町（6）
横芝光町（4）睦沢町（3）白子町（1）
長柄町（4）大多喜町（1）鋸南町（1）

児童相談所医師、産業保健師、科統括部
長、主任学芸員、給食調理員、一般行政
職、危機管理監、危機管理室長、危機管
理専門官、看護師、歯科衛生士、作業療
法士、防災官、徴収実務指導官、機械技
術職、安全安心管理官、まちづくり広報
監、生活安全相談員、児童福祉専門担
当、特色ある学校づくり担当、一般事
務、主任社会福祉士、マーケティング課
長、魅力発信室長、看護師長、防災マ
ネージャー、安全安心担当官、心理発達
相談員、保育士、栄養士、子ども園園
長、教育相談担当、発達相談・トレーニ
ング担当、特命院長、園長、主任行政専
門員、地域防災マネージャー、介護認定
調査員、デジタル専門官、広報専門官、
保育教諭等

4条任期付職員（226）

市川市（76）木更津市（6）
野田市（20）成田市（3）佐倉市（12）
東金市（18）流山市（1）
八千代市（3）君津市（3）
浦安市（18）四街道市（13）
印西市（11）南房総市（4）
香取市（15）山武市（10）栄町（7）
東庄町（3）横芝光町（3）

保育士、幼稚園教諭、看護師、一般行政
職、一般事務、調理員、技術職・建築、
運転手、栄養士、保育教諭、教諭、歯科
衛生士、診療所長、地域計画担当、学芸
員、技能職、防災監、保健師等



（参考）団体別任期付職員の状況等一覧
表Ⅰ－２地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づく条例の制定状況

  ※本項目に係る調査は概ね4年に1度実施。以下の表は令和6年の内容です。（次回調査実施は令和10年度を予定）

（令和6年4月1日現在）

市町村名

法3条1項に基づ
く採用を行うた
めの規定（特定
任期付職員）

法3条2項に基づ
く採用を行うた
めの規定（一般
任期付職員）

法4条に基づく採
用を行うための
規定

法5条1項に基づ
く採用を行うた
めの規定

法5条2項に基づ
く採用を行うた
めの規定

法5条3項に基づ
く採用を行うた
めの規定

千葉市 ○ ○
銚子市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
市川市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
船橋市 ○
館山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
木更津市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
松戸市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
野田市 ○ ○ ○
茂原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
成田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
佐倉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
東金市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
旭市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

習志野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
柏市 ○ ○ ○ ○ ○
勝浦市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
市原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
流山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
八千代市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
我孫子市 ○
鴨川市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
鎌ケ谷市 ○ ○
君津市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
富津市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
浦安市 ○ ○
四街道市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
袖ケ浦市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
八街市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
印西市 ○ ○ ○ ○
白井市 ○ ○ ○
富里市 ○ ○ ○ ○ ○
南房総市 ○ ○ ○
匝瑳市 ○ ○ ○
香取市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
山武市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
いすみ市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
大網白里市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
酒々井町 ○ ○ ○ ○ ○
栄町 ○ ○ ○ ○ ○
神崎町

多古町 ○ ○ ○ ○ ○ ○
東庄町 ○ ○ ○ ○ ○

九十九里町 ○ ○ ○ ○ ○ ○
芝山町 ○ ○ ○ ○ ○ ○
横芝光町 ○ ○ ○ ○ ○ ○
一宮町 ○ ○ ○ ○ ○ ○
睦沢町 ○ ○ ○ ○ ○ ○
長生村 ○ ○ ○ ○ ○ ○
白子町 ○ ○ ○ ○ ○ ○
長柄町 ○ ○ ○ ○ ○ ○
長南町 ○ ○ ○ ○ ○ ○
大多喜町 ○ ○ ○ ○ ○ ○
御宿町 ○ ○ ○ ○ ○ ○
鋸南町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

制定団体数 43 53 48 44 45 44

○は制定済み


